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京都教育大学リサーチ・アシスタント取扱要項

平成１６年 ５月１９日 制 定

平成２７年 ３月２３日 最終改正

（趣 旨）

第１条 京都教育大学における学術研究の推進に資する研究支援体制の充実・強化並びに若手研

究者の養成・確保を促進するため，優れた大学院博士後期課程在学者を，大学院において行う

研究プロジェクト等に研究補助者として採用するリサーチ・アシスタント（以下「ＲＡ」とい

う。）について，関係法令等に定めるもののほか，この要項の定めるところとする。

（身 分）

第２条 ＲＡとしての身分は，常勤職員の１週間当りの労働時間の４分の３を超えない範囲内で

勤務する非常勤職員とする。

（資 格）

第３条 ＲＡとなることのできる者は，次の各号に該当する者から選考する。

一 その所属する専攻の学問分野において優秀な成績を有し，かつ，将来，研究者となる意欲

と優れた能力を有する大学院博士後期課程に在籍する者

二 ＲＡの業務が自己の学業の進展を妨げないと判断される者

（職 務）

第４条 ＲＡは，大学院において行う研究プロジェクト等を効果的に推進するため，当該研究プ

ロジェクト等の研究活動に必要な補助業務を行う。

（申 請）

第５条 ＲＡの募集は，年度毎に公募によることとし，ＲＡの任用申請をしようとする受入教員

は，当該学生及び指導教員の承諾を得て，専修講座主任に申し出るものとする。

２ 専修講座主任は，当該専修におけるＲＡ候補者について取りまとめ，推薦順位を付して申請

するものとする。

（採用等）

第６条 ＲＡの採用は，支出予算の範囲内において学長が決定する。

２ ＲＡの採用期間は，事業年度をこえないものとする。

（労働時間）

第７条 ＲＡの１人当たりの労働時間は，週２０時間未満とし，職務内容に応じて予め勤務予定

表による割り振りによるものとする。

（給 与）

第８条 ＲＡに支給される給与は，国立大学法人京都教育大学非常勤職員給与規程（以下「給与

規程」という。）によるもののほか，本取扱要項によるものとする。ただし，時間給のみとし，

他の給与は支給しない。

２ 時間給は，勤務１時間当たりの報酬で，別途定めることとし，年度内の給与規程改正に伴う

時間給の改訂は行わない。

（実績報告）

第９条 専修講座主任は，毎年度末に当該年度のＲＡに係る実績報告書を学長に提出するものと

する。
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（実施細目）

第10条 この要項に定めるほか，ＲＡの実施に関し必要な事項は，別に定めるものとする。

（事 務）

第11条 ＲＡに関する事務は，総務・企画課において処理する。

（その他）

第12条 ＲＡの受入教員は，ＲＡ採用決定者に対し事前にＲＡとしての勤務時間，職務内容等に

ついて十分な説明と継続的かつ適切な指導及び助言を行うものとする。

附 則

この要項は，平成１６年５月１９日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。

附 則（平成２６年規程第４８号）

この要項は，平成２７年４月１日から施行する。


